
2月11日からの内容です
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区
分
住民税の申告（市・道民税）
※所得税及び復興特別所得
税申告済みの方は不要。

区
分
所得税及び復興特別所得税の還付申告

（給与所得者・年金受給者）
所得税及び復興特別所得税の

確定申告

会　

場

中央市税事務所
（北２東４　サッポロ
ファクトリー２条館４階）

会　

場
札幌広域還付申告センター
（北１西13　札幌市教育文化会館）

札幌中税務署
（大通西10　札幌第二合同庁舎）
札幌西税務署
（西区発寒４－１）

期
間
及
び
時
間

３月２日㈪～16日㈪
８時45分～17時15分 期

間
及
び
時
間

１月27日㈫～２月13日㈮
９時30分～16時

２月16日㈪～３月16日㈪
９時～17時
※混雑状況により長時間お待ちい
ただくこともありますので、なる
べくお早め（16時ごろまで）にお
越しください。

※土・日は休みです。
※期間初日は大変混雑い
たします。上記期間以前
でも住民税申告の受け付
けを行います。

※各会場とも土・日・祝日は休みです。
　札幌市教育文化会館は、２月９日㈪も休館日です。
　札幌西税務署では２月22日㈰・３月１日㈰は確定申告の受け付けを
行います（札幌中税務署は開庁していません）。

詳  

細

中央市税事務所
市民税課市民税係
　☎211-3914

詳  

細

札幌中税務署　　☎231-9311
札幌西税務署　　☎666-5111

※自動音声案内に従ってお問い
合わせください。

　平成26年分の所得税及び復興特別所得税と、平成27年度の住民税の申告期限は、３月16日㈪です。
申告の際は、源泉徴収票や社会保険料・生命保険料、医療費の証明書（領収書）など、申告に必要な書
類を忘れずにお持ちください。
　確定申告書は「前年の申告書控え」や「確定申告の手引き」などを参考にご自分で作成し、お早めに
提出するようお願いします。

※ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。なお、初日は混雑することが予想されます。
※税務署から「確定申告のお知らせ」（はがきまたは封書）が届いている方は、忘れずにお持ちください。
※国税庁ホームページ（http://www.nta.go.jp）の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると確定申
告書が簡単に自宅で作成できます。作成した確定申告書は、印刷して郵送などにより提出できるほか、
そのまま「e

イータックス

-Tax」で送信することもできます。詳しい手続きはホームページを参照してください。
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●公的年金等を受給されている方へ
　公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が
20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告をする必要がありません。
◆この場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるための確定申告書を提出することが
できます。
◆公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要
ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。住民税に関することは中央市税事務所ま
でお問い合わせください。

の申告が始まります ～お早めにどうぞ～税
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